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地
方
税
法
等
の

改
正
に
伴
い
、
個
人
市
民
税
の

所
得
割
の
税
率
等
及
び
固
定
資

産
税
の
非
課
税
の
範
囲
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

個
人
住
民
税
の
所
得

割
の
税
率
が
フ
ラ
ッ
ト
化
さ
れ

る
が
、
増
税
に
な
ら
な
い
よ
う

な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
。

□
当
局　

税
源
移
譲
に
伴
う
、 

今
回
の
税
制
改
正
で
は
、
所
得

税
と
住
民
税
を
合
計
し
た
税
率

が
現
行
の
税
率
と
変
わ
ら
な
い

よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
所
得
税
と
個
人
住
民
税

の
人
的
控
除
額
の
差
に
基
づ
く

負
担
増
を
調
整
す
る
た
め
に
、 

減
額
措
置
を
講
ず
る
調
整
控
除

が
創
設
さ
れ
た
。ま
た
、今
回 

の
改
正
に
よ
り
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
額
が
減
少
す
る
場

合
に
は
、
翌
年
度
の
個
人
住
民

税
で
そ
の
影
響
額
の
減
税
措
置

を
講
ず
る
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
が
創
設
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
税
負
担
が
極
力
変
動
し

な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

■
委
員　

生
命
保
険
料
控
除
や

寄
付
金
控
除
な
ど
に
は
、
所
得

税
と
個
人
住
民
税
と
の
控
除
額

議
案
第
一
号　

市
税
賦
課
徴
収
条
例
の

一
部
改
正

の
差
に
基
づ
く
措
置
が
と
ら
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
若

干
の
増
税
と
な
る
の
か
。

□
当
局　

生
命
保
険
料
控
除
、

寄
付
金
控
除
は
、
調
整
控
除
の

対
象
に
は
な
ら
な
い
た
め
、
若

干
の
増
税
と
な
る
。

■
委
員　

基
本
健
診
料
な
ど
個

人
住
民
税
の
課
税
額
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、 

個
人
住
民
税
が
上
が
る
こ
と
で
、

ど
の
程
度
負
担
が
ふ
え
る
も
の

が
あ
る
の
か
。

□
当
局　

十
八
か
ら
十
九
の
制

度
が
該
当
す
る
と
思
う
が
、来
年

四
月
か
ら
の
施
行
と
な
る
た
め
、

今
後
、検
討
し
て
い
き
た
い
。

■
委
員　

税
源
移
譲
で
、
ど
の

程
度
の
額
が
入
っ
て
く
る
の
か
。

□
当
局　

当
初
予
算
で
、
所
得

譲
与
税
と
し
て
九
億
六
一
〇
〇

万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

■
委
員　

個
人
住
民
税
に
お
け

る
定
率
減
税
が
平
成
十
八
年
度

に
は
二
分
の
一
、
平
成
十
九
年

度
に
は
全
廃
と
な
る
が
、
ど
の

程
度
の
影
響
が
あ
る
の
か
。

□
当
局　

平
成
十
九
年
度
で
廃

止
と
な
る
定
率
減
税
の
影
響
額

に
つ
い
て
は
、
対
前
年
度
比
で

三
億
円
程
度
の
増
収
に
な
る
と

見
込
ん
で
い
る
。

◆
本
会
議
・
賛
成
多
数
で
可
決

税源移譲に伴う税制改正により、条例を改正総　　務

コミュニティ会館と図書館を一体で管理 環境経済
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南
コ
ミ
ュ
ニ 

テ
ィ
会
館
、
北
コ
ミ
ュ
テ
ィ
会

館
、
関
宿
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館

の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ

せ
る
た
め
、
指
定
管
理
者
を
指

定
す
る
手
続
き
と
し
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
よ
う
関
係
条
文

を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
。 

■
委
員　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館

は
、
こ
れ
ま
で
地
元
の
方
が
管

理
し
て
き
た
が
、
図
書
館
と
一

体
で
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、 

地
元
の
方
が
指
定
管
理
者
と
し

て
名
乗
り
を
あ
げ
ら
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
。

□
当
局　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
三

月
に
指
定
管
理
者
を
区
分
し
た

と
き
に
は
効
率
的
な
運
営
が
さ

れ
て
お
り
、
当
面
は
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
し
な
い
こ
と
に

し
た
が
、そ
の
後
、施
設
の
使
用

許
可
に
若
干
の
問
題
が
あ
っ
た

た
め
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の

観
点
か
ら
、
図
書
館
と
の
一
体

管
理
に
よ
る
指
定
管
理
者
制
度

の
導
入
を
検
討
し
た
。ま
た
、地

元
の
運
営
協
議
会
に
は
、
指
定

管
理
者
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館

議
案
第
二
号

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
の
設 

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条 

例
の
一
部
改
正

の
管
理
を
任
せ
る
こ
と
を
事
前

に
相
談
し
、了
承
を
得
て
い
る
。

■
委
員　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館

の
運
営
を
地
元
の
運
営
協
議
会

に
任
せ
た
場
合
と
、
指
定
管
理

者
に
よ
り
一
体
で
管
理
す
る
場

合
と
で
は
、
ど
ち
ら
の
費
用
が

安
く
な
る
の
か
。

□
当
局　

地
元
の
運
営
協
議
会

で
も
、
臨
時
職
員
を
雇
用
し
て

対
応
し
て
い
た
の
で
、
費
用
面

で
は
大
き
な
差
は
な
い
が
、
会

館
の
使
用
許
可
が
す
ぐ
に
発
行

で
き
る
な
ど
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
が
見
込
ま
れ
る
。

■
委
員　

平
成
十
八
年
四
月
か

ら
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し

た
施
設
の
管
理
面
で
の
問
題
点

と
経
費
削
減
の
効
果
は
。

□
当
局　

管
理
面
で
の
問
題
は

生
じ
て
い
な
い
。ま
た
、費
用
面

で
は
、
特
に
変
り
は
な
い
も
の

の
、
友
引
の
日
に
斎
場
が
開
場

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

■
委
員　

ど
の
よ
う
な
方
法
で

指
定
管
理
者
を
公
募
す
る
の
か
。

□
当
局　

南
北
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
会
館
及
び
図
書
館
を
一
括 

し
て
、
一
つ
の
指
定
管
理
者
に

指
定
す
る
こ
と
を
要
件
に
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
報
等
を
通

し
全
国
公
募
を
行
う
。

◆
本
会
議
・
賛
成
多
数
で
可
決
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尾崎保育所に指定管理者を指定 文教福祉
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市
立
尾
崎
保
育

所
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行

わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員
選
定
委
員
会
に
保
育
、 

福
祉
に
見
識
の
あ
る
専
門
委
員

を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

□
当
局　

選
定
委
員
会
で
専
門

的
な
見
識
が
必
要
と
判
断
さ
れ

た
場
合
に
は
、
外
部
の
者
の
意

見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

■
委
員　

応
募
者
に
よ
る
選
定 

委
員
会
で
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
は
公
開
さ
れ
て
い
る
の
か
。

□
当
局　

情
報
公
開
条
例
に
基

づ
く
、
法
人
の
不
開
示
情
報
の

部
分
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
高

い
た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
非
公

開
と
し
て
い
る
。
近
隣
市
で
も

非
公
開
が
多
い
中
で
、
市
川
市

で
は
傍
聴
で
き
る
と
伺
っ
て
い

る
の
で
、今
後
、検
討
し
た
い
。

■
委
員　

選
定
基
準
や
評
価
項

目
の
作
成
に
当
た
り
、
保
護
者

の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て

い
る
の
か
。

□
当
局　

選
定
基
準
に
つ
い
て

は
、
保
護
者
代
表
が
三
名
入
っ

て
い
る
選
定
委
員
会
の
中
で
審

議
す
る
た
め
、
当
然
保
護
者
の

議
案
第
三
号

市
立
保
育
所
設
置
及
び
管 

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部 

改
正

意
見
は
反
映
さ
れ
る
。さ
ら
に
、

保
護
者
に
対
し
、今
の
選
定
基
準

の
是
非
と
そ
れ
に
追
加
す
べ
き

項
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
事
前
に

三
つ
の
保
育
所
で
実
施
し
て
お

り
、そ
の
結
果
も
選
定
委
員
会
へ

報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

■
委
員　

引
き
継
ぎ
期
間
は
ど

の
く
ら
い
な
の
か
。

□
当
局　

引
き
継
ぎ
期
間
は
、選

定
委
員
会
で
決
定
す
る
。

■
委
員　

指
定
管
理
者
制
度
の

導
入
に
よ
り
、ど
の
程
度
の
経
費

削
減
が
見
込
ま
れ
る
の
か
。

□
当
局　

あ
た
ご
、南
部
保
育
所

の
業
務
委
託
の
例
で
、三
五
〇
〇

万
円
か
ら
四
〇
〇
〇
万
円
の
経 

費
削
減
を
見
込
ん
で
い
る
。

■
委
員　

指
定
管
理
者
制
度
を

導
入
し
た
大
き
な
理
由
は
。

□
当
局　

こ
れ
ま
で
、あ
た
ご
、

南
部
保
育
所
は
、指
定
管
理
者

制
度
と
同
様
の
業
務
委
託
を
し
、

市
職
員
で
は
対
応
で
き
な
い
多

様
な
保
育
を
実
施
し
て
き
た
。 

今
後
、
尾
崎
保
育
所
や
他
の
公

立
保
育
所
で
も
条
件
が
整
い
次

第
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

す
る
こ
と
で
削
減
さ
れ
た
経
費

を
待
機
児
童
対
策
等
の
子
育
て

支
援
事
業
や
新
た
な
ニ
ー
ズ
に

対
し
て
活
用
し
て
い
き
た
い
。

◆
本
会
議
・
賛
成
多
数
で
可
決

�
（
提
案
理
由
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野
田
市
関
宿
総

合
公
園
の
管
理
を
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
関
係

規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も

の
。

■
委
員　

野
田
市
総
合
公
園
と

同
じ
指
定
管
理
者
を
考
え
て
い

る
の
か
。

□
当
局　

野
田
市
総
合
公
園
と

は
別
の
指
定
管
理
者
を
考
え
て

い
る
。
野
田
市
総
合
公
園
は
開

発
協
会
に
随
意
指
定
を
し
た
が
、

野
田
市
関
宿
総
合
公
園
は
公
募

を
行
う
予
定
で
あ
る
。

■
委
員　

公
募
に
よ
り
選
定
す

る
こ
と
で
、
株
式
会
社
や
ス 

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
な
ど
の
営
利
会

社
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

の
か
。

□
当
局　

応
募
が
あ
れ
ば
、
営

利
会
社
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
得
る
。

■
委
員　

選
定
委
員
会
は
す
べ

て
市
の
職
員
と
い
う
こ
と
だ
が
、

第
三
者
と
し
て
外
部
委
員
を
入

れ
る
必
要
は
な
い
の
か
。

□
当
局　

選
定
委
員
会
は
、
そ

れ
ぞ
れ
専
門
的
な
立
場
の
経
験

あ
る
職
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

議
案
第
七
号

都
市
公
園
設
置
及
び
管
理 

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改 

正

選
定
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
で
十
分
だ
と
考
え
て

い
る
も
の
の
、
指
定
管
理
者
候

補
者
選
定
委
員
会
要
領
の
中 

で
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
者
か

ら
専
門
的
な
知
見
を
聞
く
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

■
委
員　

地
方
自
治
法
第
二
四

四
条
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由

が
な
い
限
り
住
民
が
公
の
施
設

を
利
用
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
は

な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
不
当
な

差
別
的
な
取
り
扱
い
を
し
て
は

な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
規
定
は
厳
格
に
守
ら

れ
る
の
か
。

□
当
局　

平
等
利
用
に
つ
い
て

は
、
指
定
管
理
者
の
選
定
基
準

に
も
規
定
し
て
あ
り
、
適
格
条

件
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、平
等

性
を
疑
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

れ
ば
、失
格
と
な
る
こ
と
か
ら
、

地
方
自
治
法
に
定
め
ら
れ
て
い

る
規
定
は
厳
格
に
守
ら
れ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
。

■
委
員　

市
は
、
指
定
管
理
者

の
管
理
体
制
を
ど
の
よ
う
に
チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
く
の
か
。

□
当
局　

年
間
の
業
務
報
告
書

の
提
出
を
条
例
で
義
務
付
け
て

い
る
と
と
も
に
、
随
時
チ
ェ
ッ

ク
を
行
っ
て
い
く
。

◆
本
会
議
・
賛
成
多
数
で
可
決

関宿総合公園の指定管理者を指定建　　設


